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第３章 教育委員会の所管施策 
１ 第３期千葉県教育振興基本計画「次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン」 概要 
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１ 第３期千葉県教育振興基本計画「次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン」 概要 

Ⅰ 計画策定のポイント（第２期計画からの主な変更点等） 

・ 教育基本法第１７条第２項で規定された，千葉県における教育の振興のための施策に関する基本的な計画。 

・ 計画期間は令和２～６年度（５年間）。 

・ 「県民としての誇り」「人間の強み」「世界とつながる人材」の３つの観点から，第３期計画の「基本理念」を新たに設定。 

・ 「子供」「学校」「家庭・地域」「県民」を柱として４つの基本目標と１１の施策を設定。（第２期計画は３つの基本目標と１７の施策） 

・ 不登校など様々な困難を有する児童生徒，家庭へのきめ細かな支援について，「多様なニーズに対応した教育の推進」を新たに施策へ位置づけ。 

また，学びの質を高め，情報活用能力を育成する「ICT利活用の推進」を新たに取組として位置づけ。 

 

 
 
 

○ 日本の若者は，諸外国の若者に比べて，自分を肯定的に捉える割合が顕著に低いと言われています。千葉県や日本の未来を担っていく子供

たちには，自己肯定感を高め，県民としての誇りを持って，未来への第一歩を踏み出してほしい，というのが私たちの願いです。そのために

は，県民の学校教育への参画のもと，学校では教師が，家庭では親が，地域においては地域住民が，それぞれの立場から子供たちに関わって

いくことが必要です。 

○ また，今後は IoT，ビッグデータ，AI などの第四次産業革命の時代を迎えます。学びのあり方，体系，教育政策も大きく変わってきており，

学校教育も，未来を見越して，その内容を見直す時期に来ています。しかし，デジタルの時代であるからこそ，クリエイティビティ（創造性），

ホスピタリティ（おもてなし），モラリティ（道徳性，倫理性）などの人間の強みを伸ばすことが重要です。 

○ さらに，東京オリンピック・パラリンピック競技大会では，本県も８競技の会場地になります。世界中が注目するこの大会を契機に，子供

たちが将来，郷土や世界で活躍することができるよう，主体的に課題を発見して解決する力，創造力，発想力，他者と協働するリーダー    

シップ，チームワーク，コミュニケーション能力，豊かな感性，多様性を尊重する態度など，グローバル時代に必要な資質・能力を高め，    

世界とつながる人材を育てることが求められます。 

基 本 理 念 

「ちばの教育の力で 『県民としての誇り』を高める！『人間の強み』を伸ばす！『世界とつながる人材』を育てる！」 

子 供 学 校 家庭・地域 県 民 

・「知」「徳」「体」のバランスの  

取れた「生きる力」の育成 

・子供の自立や社会参加に向けた，

能力や可能性の伸長 

・子供の学びを支える学習環境 

づくり 

・教員採用・研修の充実や教職員の

働き方改革 

・不登校や経済的理由など様々な

困難を有する児童生徒，家庭 

へのきめ細かな支援 

・地域全体で子育てを支える家庭 

教育への支援 

・家庭・地域と学校との協働体制の

構築 

・県民がいつでも学べる場や機会の

提供 

・障害のある人の生涯学習の充実 

・郷土と国の歴史への理解，多様性

を尊重する態度など，国際社会の

担い手として求められる能力の

育成 

・県民がスポーツに親しむことが 

できる環境の整備 

・障害者スポーツの推進 

【基本目標４】 

ちばの教育の力で， 

世界を舞台に活躍する人材を

育成し，「楽しい」「喜び」に  

満ちた豊かな社会を創る 

【基本目標３】 
ちばの教育の力で， 

家庭と地域の絆を深め，全て

の人が活躍できる環境を整える 

【基本目標２】 
ちばの教育の力で， 

「自信」と「安心」を育む学校を

つくる 

【施策１】 
人生を主体的に切り拓くための

学びの確立 

【施策２】 
道徳性を高める心の教育の推進 

【施策３】 
生涯をたくましく生きるための

健康・体力づくりの推進 

【施策４】 
共生社会の形成に向けた特別 

支援教育の推進 

【施策５】 
人間形成の場としての活力ある

学校づくり 

【施策６】 
教育現場の重視と教員の質・ 

教育力の向上 

【施策７】 
多様なニーズに対応した教育の

推進 

【施策８】 
家庭教育への支援と家庭・地域

との連携・協働の推進 

【施策９】 
人生 100年時代を見据えた生涯

学習の推進 

【施策10】 
郷土と国を愛する心と世界を 

舞台に活躍する能力の育成 

【施策11】 
「するスポーツ」「みるスポーツ」

「ささえるスポーツ」の推進 

【基本目標１】 
ちばの教育の力で， 

志を持ち，未来を切り拓く， 

ちばの子供を育てる 

４つの基本目標と１１の施策 

・子供たちが，豊かな自然や多くの人々，様々な知識や技能に触れ，関わり，つながっていくことが必要です。 

・子供たちの教育に直接携わる学校や家庭はもとより，地域の住民や企業なども「全ての大人が子供の育成に関わる」という自覚を持ち，    

つながることによって，互いに支え合うコミュニティを形成することが，地域全体の教育力の向上につながります。 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として，世界中の人々とつながることができるように，学校はもとより全ての県民一体と

なって「教育立県ちば」の実現を目指します。 

基本的な取組方針 「ふれる」，「かかわる」，そして「つながる」 

Ⅲ 計画の構成 

【第１章】 計画策定の基本的な考え方 計画策定の趣旨，計画期間，策定のプロセスなど 

【第２章】 千葉県教育の目指す姿 千葉県教育をめぐる現状と課題，第２期計画の検証と今後の重要課題及び第３期計画の基本理念，

基本目標など 

【第３章】 重点的な施策・取組 第３期計画で実施する１１の施策と３７の取組について 

【第４章】 計画の推進にあたって 第３期計画の推進体制や進捗管理，指標について 

Ⅱ 計画の概要 
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２ 第３期千葉県教育振興基本計画の施策・指標一覧 

○千葉県教育の「あるべき姿」 

   千葉県教育の目指す姿として「子供の姿」「学校の姿」「家庭・地域の姿」「県民の姿」を定

めています。これらの４つの姿がどれだけ実現できているかを数値化し、千葉県教育全体の

実施状況を示す目安として、以下の３つの項目を設定しました。これらの数値が長期的に増

加することを目指し、第３期計画に掲げた各施策を推進していきます。 

項  目 
基準値 

（基準年度） 
達成状況 ※１ 

【子供の姿】 

学校評価における児童生徒アンケートにおい

て、「学校生活」に関する項目について「満足」

「概ね満足」と回答した児童生徒の割合 

８８.５％ 

（令和２年度） 

８８.９％ 

（令和３年度） 
○ 

【学校の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、

「学校運営」に関する項目について「満足」「概

ね満足」と回答した保護者の割合 

８８.０％ 

（平成３０年度） 

８７.２％ 

（令和３年度） 
○ 

【家庭・地域の姿】【県民の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて

「学校・家庭・地域が連携して子供を育てる環

境が整っている」と回答した保護者の割合 

８５.２％ 

（平成３０年度） 

８３.５％ 

（令和３年度） 
△ 

（児童生徒アンケート回答率 ９０.９％、保護者アンケート回答率 ７３．３％） 
  ※１：令和３年度時点の達成度 

（◎：大きく達成、○：概ね達成若しくは達成に向けて水準が上昇、△：努力を要する） 
 

  【概要】 
令和３年度は、第３期千葉県教育振興基本計画における２年目となりました。令和元年度

末の全国における一斉休校から始まった新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を引き続き

講じながら、学びを継続させるとともに、施策ごとの具体的な取組についても可能な範囲で

行いました。そのような中での点検・評価ですが、指標の達成状況を見ると、概ね満足と回答

した割合が３指標とも８０％以上であり、なかでも「学校生活について概ね満足と回答した

児童生徒の割合」が８８.９％と高い評価を得ております。 

 その要因としては、感染症対策を機とした少人数学習やＩＣＴの効果的な活用等の学習環

境を用意できたこと、学校行事等を見直したり、自分たちで工夫して教育活動を継続させた

りしたことなどが、学校の良さを再認識するきっかけになったのではないかと考えられます。 

 保護者における、学校運営に関する満足度については、基準年度から下がっているものの、  

新型コロナウイルス感染症の影響や昨年度数値（８７．１％）からの増加を踏まえ、現時点で

概ね達成としました。 

 また、学校における家庭・地域との連携については、高い水準にありながらも、低下してい

ることを踏まえ、家庭や地域と協働で行う行事等の内容や開催方法について、更に工夫して

いく必要があります。 
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○各施策の実施指標                

施策 指標の項目 
基準値 

（基準年度） 

目標 

（令和６年） 
達成状況※２ ※３ 

１ 

人生を主体

的に切り拓

く た め の 

学びの確立 

主体的に授業改善に取り組

んだ学校の割合 

小 ２８.６％ 

中 ２３.３％ 

(平成３０年度) 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 １９.７％ 

中 １３.５％ 
△ 

児童・生徒のＩＣＴ活用を

指導する能力 

６８.１％ 

(平成３０年度) 
１００％ 

７３.５％ 

(令和２年度) 
○ 

生徒の卒業段階における 

英語力 

（中 ＣＥＦＲ Ａ１レベル） 

（高 ＣＥＦＲ Ａ２レベル） 

中 ５２.３％ 

高 ４０.９％ 

(平成３０年度) 

中 ６０％ 

高 ６０％ 

中 ５２.０％ 

高 ４２.０％ 
△ 

２ 

道徳性を 

高める 

心の教育の

推進 

「道徳の授業で学んだこと

は、必要のあることだと  

思う」と考える児童生徒の

割合 

９１.０％ 

（令和元年度） 

肯定的な回答 

８５.０％以上を維持 
９３.３％ ◎ 

本県のいじめの認知件数に  

占める、いじめの解消して

いるものの割合 

８２.０％ 

※全国８５.８％ 

(平成２９年度) 

国と同程度 

（±１％） 

の解消率を維持 

７７.３％ 

※全国７７.４％ 

（令和２年度） 

○ 

３ 

生涯をたく

ましく生き

るための健

康・体力づ

くりの推進 

小学校における新体力テスト 

（８種目８０点）の平均点 

４９.２点 

(平成３０年度) 
５０.０点 ４７.３点 △ 

４ 

共生社会の

形成に向け

た特別支援

教育の推進 

幼・小・中・高等学校におい

て作成した「個別の教育 

支援計画」や「個別の指導 

計画」を学年間、他校種への

引継ぎ資料として活用した

割合 

「個別の教育支援計画」 

６７.７％ 

「個別の指導計画」 

７１.３％ 

（令和２年度） 

「個別の教育支援計画」 

８２.５％ 

「個別の指導計画」 

８３.７％ 

 

「個別の教育支援計画」 

７０.４％ 

「個別の指導計画」 

７０.７％ 

 

○ 

５ 

人間形成の

場としての

活力ある学

校づくり 

児童生徒の登下校時におけ

る交通事故死傷者数 

死亡者  １人 

負傷者６８２人 

(令和元年) 

死 亡 者 を な く

し、負傷者は減

少を目指します 

死亡者  ２人 

負傷者６３４人 
△ 

私立学校における教員一人  

当たりの生徒等の数 

１７.３人 

(平成３０年度) 
減少を目指します １６.７人 ○ 

６ 

教育現場の

重視と教員

の質・教育

力の向上 

組織的・継続的な研修を行

っている学校の割合 

小 ７５.５％ 

中 ５９.６％ 

(平成３０年度) 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 ６０.７％ 

中 ４８.２％ 
△ 

県教育委員会が実施する調

査等の縮減 

２７６件 

(令和元年度) 
減少を目指します ２４８件 ○ 

７ 

多様なニー

ズに対応し

た 教 育 の 

推進 

公立学校における学校内外

の機関等で相談・指導等を

受けていない不登校児童生

徒の割合 

３７.８％ 

(平成３０年度) 
減少を目指します 

３６.６％ 

（令和２年度） 
○ 

公立高等学校における中途

退学生徒の割合 

１.３１％ 

(平成３０年度) 
減少を目指します 

０.９４％ 

（令和２年度） 
○ 

千葉県子ども・若者総合 

相談センターにおける相談

件数 

１,０７９件 

(平成３０年度) 
１,３００件 ２,００９件 ◎ 
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施策 指標の項目 
基準値 

（基準年度） 

目標 

（令和６年） 
達成状況※２ ※３ 

８ 

家庭教育へ

の支援と家

庭・地域と

の連携・協

働の推進 

地域学校協働本部が整備さ

れた小中学校の割合 

３８.７％ 

※全国５０.５％ 

(令和元年度) 

全国平均以上を 

目指します 

６０.０％ 

※全国６５.１％ 
△ 

コミュニティ・スクールを

導入した学校の割合 

６.３％ 

※全国２１.３％ 

(令和元年度) 

全国平均以上を 

目指します 

９.７％ 

※全国３３.３％ 
△ 

９ 

人生 100 年

時代を見据

えた生涯学

習の推進 

千葉県生涯学習情報提供システム

「ちばりすネット」の情報登録件数 

５,５１０件 

(平成３０年度) 
増加を目指します ７,９６５件 ◎ 

県立生涯学習施設（少年自

然の家・青年の家、さわやか

ちば県民プラザ）の主催事

業の参加者数 

青少年自然の家 

３０,４４２人 

さわやかちば県民プラザ 

８０,０５９人 

(平成３０年度) 

増加を目指します 

青少年自然の家 

４,２４４人 

さわやかちば県民プラザ 

７,０５４人 

― 

10 

郷土と国を

愛する心と

世界を舞台

に活躍する

能力の育成 

学校・社会教育施設等にお

ける出土文化財の活用件数 

１１８件 

(平成３０年度) 
１５０件 ７７件 ― 

留学・研修旅行のために 

出国した生徒の人数 

（県立高校） 

３か月以上の 

留学・研修旅行 

５７人 

(令和元年度) 

増加を目指します ２３人 ― 

11 

「するスポ

ーツ」「みる

スポーツ」

「ささえる

スポーツ」

の推進 

成人の週１回以上のスポー

ツ実施率 

４８.７％ 

(平成３０年度) 
６０％ ６２.５％ ○ 

※２：「達成状況」の欄に調査時期の記載がない項目は、令和３年度の調査です。 
※３：目標を踏まえた令和３年度時点の達成度 

（◎：大きく達成、○：概ね達成若しくは達成に向けて水準が上昇、△：努力を要する） 
 

【概要】 
  １１の具体的な施策に対して２１の指標を設定し、そのうち令和３年度時点の達成度として、   

既に令和６年度の目標値を大きく上回っている項目としての「◎」が、３つ、目標を概ね達成

もしくは達成に向けて水準が上昇傾向にある項目としての「○」が８つ、現時点で目標達成に

向けて何らかの改善・努力を要する項目としての「△」が７つとしました。 
  なお、２１の指標のうち、新型コロナウイルス感染症の影響が非常に大きいと考えられる  

３つの項目については、現時点での達成度を「―」としました。 
  「◎」及び「○」のうち、既に目標値に達している項目については、今後もより高い水準が

維持できるように努めてまいります。また、上昇傾向にある項目について、特に目標値との  

差が大きく開いている項目については、目標達成に向け、現状分析や今後の方針をしっかりと

検討していく必要があります。 
  「△」については、学校の学習環境や児童生徒の体力、登下校の安全、地域コミュニティ   

などの項目が該当していますが、新型コロナウイルス感染症や社会的に大きな衝撃を与えた 

事故などが大きく影響しているものと考えられます。今後も社会的状況を十分に踏まえつつ、

目標達成に向けた可能な努力を続けてまいります。 
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３ 第３期千葉県教育振興基本計画の実施状況 

（１）千葉県教育の「あるべき姿」の実施状況 

千葉県教育の目指す姿として「子供の姿」「学校の姿」「家庭・地域の姿」「県民の姿」を定め

ています。これらの４つの姿がどれだけ実現できているかを数値化し、千葉県教育全体の実施状

況を示す目安として、以下の３つの項目を設定しました。これらの数値が長期的に増加すること

を目指し、第３期計画に掲げた各施策を推進していきます。 
 

項  目 基準値 
（基準年度） 達成状況 

【子供の姿】 

学校評価における児童生徒アンケートにおいて、「学校生活」に   

関する項目について「満足」「概ね満足」と回答した児童生徒の割合 

８８．５％ 

（令和２年度） 
８８．９％ 

状
況 

・昨年度に比べ、達成状況が０．４％増加しました。 

・学校における学習指導、いじめ対応、児童生徒の悩みの相談体制について満足している児童

生徒の割合が「学校生活」に満足している児童生徒の割合に大きく影響しています。 

主
な
取
組 

・実践モデルプログラムの周知や「授業づくりコーディネーター」として認定した教員の授業

公開や助言・相談等を通じて「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善や教員の授業

力向上を図りました。[施策１（１）] 

・授業中や放課後等における児童生徒の学習支援等として「学習サポーター」を１９２人派遣

し、児童生徒の学ぶ意欲の向上を図りました。[施策１（１）] 

・県立学校では、ＢＹＯＤ端末を接続するための新たな学習系ネットワークや生徒貸与用の 

タブレット端末を整備し、市町村にはＩＣＴ活用の好事例等の周知を行い、児童生徒の学力

向上を図りました。[施策１（１）] 

・学校におけるカウンセリング機能の充実を図るため、児童生徒の心のケアを行うスクール 

カウンセラーを１，０５４人配置し、教育相談体制の充実を図りました。[施策２（２）] 

要
因
分
析 

・長期化している新型コロナウイルス感染症拡大防止措置への諸対応を踏まえた、各学校の教

員による「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善、学習サポーターや学習支援ソフ

トの活用による児童生徒の学習支援等、主体的な授業改善への取組が児童生徒の学習指導へ

の満足度に影響していると考えられます。 

・各学校にて教育相談を実施し、児童生徒の悩みを相談しやすい環境を作りました。新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、以前よりコミュニケーションが取りにくい環境にあるな

ど、コロナ禍の影響を踏まえた各学校の対応が、悩みや相談体制について満足している児童

生徒の割合に影響していると考えられます。 

・昨年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校行事をはじめとした教育活動

の一部が制限され、従来の教育活動を行うことができませんでした。そのような中でも児童

生徒や学校関係者の創意工夫により、教育活動等を実施されたことが児童生徒にとっての満

足度に影響していると考えられます。 

今
後
の
対
応 

・ＩＣＴを活用した学習に関する教員の指導力向上は、優先すべき事項の一つと認識し、研修

の充実とともに、活用の好事例を県内学校全体で共有を図るなどして、県内どの地域、どの

学校でも、授業等へのＩＣＴの効果的な活用が図られるように努めます。 

・ちばっ子学びの未来デザインシート事業を拡大かつ効果的に運用し、児童生徒の学習意欲の

向上と教員の授業改善を推進します。 

・早期からの教育相談と支援体制の充実を図り、児童生徒が安心して学校生活を送ることが 

できるよう努めていきます。 

・新型コロナウイルス感染防止のための必要な対策を徹底しながら、各教科の授業や行事、体

験学習等、実施方法を工夫して教育活動の継続に努めていきます。 
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項  目 基準値 
（基準年度） 達成状況 

【学校の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学校運営」に関する

項目について「満足」「概ね満足」と回答した保護者の割合 

８８.０％ 

（平成３０年度） 
８７.２％ 

状
況 

・昨年度に比べ、達成状況が０．１％増加しました。 

・学校における学習指導や相談体制、疾病や安全対策など安全・安心な学校づくりに満足して

いる保護者の割合が「学校運営」に満足している保護者の割合に大きく影響しています。 

主
な
取
組 

・授業でＩＣＴ機器を効果的に活用する、学習支援ソフトを活用して理解の定着を図る等、 

各学校で、児童生徒の学力向上に取り組みました。[施策１（１）] 

・学校におけるカウンセリング機能の充実を図るため、児童生徒の心のケアを行うスクール 

カウンセラーを１，０５４人配置し、教育相談体制の充実を図りました。[施策２（２）] 

・各学校にて、新型コロナウイルス感染症対策や時差登校に取り組みました。また、八街市の

交通死傷事故を受け、市町村教育委員会を通じた小学校通学路の緊急一斉点検とともに、新

たな交通安全学習資料を作成し、県下全小学生に配付しました。さらには休校明けの交通安

全対策や学校の安全対策を保護者等に積極的に発信し理解を得るとともに、協力を呼びかけ

ました。[施策５（４）] 

要
因
分
析 

・令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運動会や文化祭、校外学習、授業参

観、部活動等が制限される中で、各学校の状況に応じた学びの工夫や各学校がホームページ

やＳＮＳ、ＩＣＴを活用して学校での子供達の様子を保護者等に発信するなどの取組が達成

状況上昇の要因と考えられます。 

・各学校にて、新型コロナウイルス感染症対策や時差登校の取組、通学路の緊急一斉点検、さ

らには休校明けの交通安全対策や学校の安全対策を保護者等に積極的に情報発信したこと

が、保護者、地域とのつながりを保つ上での一役を担ったと考えられます。 

今
後
の
対
応 

・教員研修の充実を図る、教員のポータルサイトを活用して情報共有する等、教員の指導力向

上を図るとともに、ＩＣＴを活用し、個々の児童生徒の理解の状況に応じた、きめ細かな指

導に取り組み、児童生徒の学力の向上を図っていきます。 

・学校の方針や様子など保護者等が必要な情報を、ホームページやＳＮＳ等を積極的に活用し

て、情報発信に努めるよう各学校に働きかけていきます。 

・校内相談体制の更なる充実を図り、多様なニーズに対応した教育の推進を図っていきます。 
 

項  目 基準値 
（基準年度） 達成状況 

【家庭・地域の姿】【県民の姿】 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学校・家庭・地域が

連携して子供を育てる環境が整っている」と回答した保護者の割合 

８５.２％ 

（平成３０年度） 
８３．５％ 

状
況 

・昨年度に比べ、達成状況が０．６％減少しました。 

・各学校において、ＳＮＳ等を用いた安全に係る情報の発信が増えた一方、地域合同防災訓練

や挨拶運動など地域共同行事の実施率が昨年度同様に低いことが「学校・家庭・地域が連携

して子供を育てる環境が整っている」と回答した保護者の割合に大きく影響しています。 

主
な
取
組 

・教職員・保護者・地域住民が様々な教育課題について話し合う場として「学校を核とした県

内１０００か所ミニ集会」を５８１校で開催しました。令和３年度も、新型コロナウイルス

感染症防止の観点から中止や縮小、書面開催とした学校が多くあり、対面して子供の問題に

ついて考える機会が依然として少ない状況が続きました。[施策８（２）] 
要
因
分
析 

・新型コロナウイルス感染症防止のため、１０００か所ミニ集会や地域の方と児童生徒が一緒

に行うボランティア活動や体験活動等が中止若しくは縮小され、学校・家庭・地域で一緒に

活動する機会が減ったことが数値の低下に影響しているものと考えられます。 
今
後
の
対
応 

・研修内容や開催方法をオンライン開催等で工夫し、地域連携に関わる人材の発掘と育成、交

流を充実させていきます。 

・地域学校協働本部の普及とコミュニティ・スクール導入の促進に向け、県立学校や市町村教

委への訪問や研修等を行い、地域の事情や必要性を考慮しつつ、支援を行っていきます。  
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（２） 第３期千葉県教育振興基本計画に係る基本目標の各施策の実施状況 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

施策１ 人生を主体的に切り拓くための学びの確立 

具体的な取組 

（１）子供の学習意欲を高め学力向上を図る取組の推進 
（２）全ての子供が、本に親しみながら成長していくための「読書県『ちば』」

の推進 
（３）子供のコミュニケーション能力を伸ばす外国語教育の充実 
（４）学びの質を高め、情報活用能力を育むＩＣＴ利活用の推進 
（５）学びを将来へとつなぐ系統的なキャリア教育の推進 
（６）幼児教育の質の向上と初等教育への円滑な接続 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

主体的に授業改善に取り組んだ学
校の割合（全国学力・学習状況調
査において「よく行った」と回答
した学校の割合） 

小 ２８．６％ 
中 ２３．３％ 

小 １００％ 
中 １００％ 

小 １９．７％ 
中 １３．５％ 

実施状況 

・令和２年度の「全国学力学習状況調査」は、新型コロナウイルス感染拡大防止

措置の影響により未実施だったため、２年ぶりの実施となりました。 

・目標に達していないが「よく行った」「行った」を併せた肯定的回答は小学校

８６．５％、中学校７８．２％となっています。 

・「思考し、表現する力」を高める実践モデルプログラムの周知及び優れた指導

力をもつ教員を授業づくりコーディネーターとして１２８名を認定し、地域

の中心となって授業改善に取り組めるようにしました。 
・授業改善・評価改善が図られるよう実践例を取りまとめた「中学校 教育課程
の展開」を作成し、県内全公立中学校、教育事務所、市町村教育委員会に配付
しました。 

・これからの社会で求められる考える力を試すテスト「ちばっ子学びの未来デザ
インシート」を県内１６６校、約５０，０００人に実施しました。 

今後の方向 

・引き続き、「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」を各種  

研修会や指導主事による学校訪問等の際に広く周知し、各学校に活用を働き

かけます。 

・ちばっ子学びの未来デザインシート事業を拡大かつ効果的に運用し、児童生徒

の学習意欲の向上と教員の授業改善を推進します。 

・本県独自に、小学校の低学年・中学年に専科非常勤講師を配置し、専門的な教

科指導の充実や質の高い授業づくりを進めます。 

・教育事務所の学校訪問等を通じて授業改善の取組状況を丁寧に把握し、指導・

支援を充実させていきます。 

・ＩＣＴの活用等、ニーズにあった研修を設定するとともに、要請訪問を実施の

活用を広く促し、教員個々の指導法や学習指導要領の主旨に沿った授業実施

の指導・助言を行います。 

・「学力向上通信」を発行し、教員の全国学力・学習状況調査を活用した授業改

善への意識喚起を促進します。 

【基本目標１：子供】施策１～４ 

ちばの教育の力で、志を持ち、未来を切り拓く、ちばの子供を育てる 

・「知」「徳」「体」のバランスの取れた「生きる力」の育成 

・子供の自立や社会参加に向けた、能力や可能性の伸長 
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施策２ 道徳性を高める心の教育の推進 

具体的な取組 
（１）豊かな情操や道徳心を育む教育の推進 
（２）安心して学べる環境を実現するいじめ防止対策等の推進 
（３）ちばのポテンシャルを活用して心を豊かにする教育の推進 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

「道徳の授業で学んだことは、必
要のあることだと思う」と考える
児童生徒の割合 

９１．０％ 
肯定的な回答 

８５．０%以上を
維持 

９３．３％ 

実施状況 

・県内中学校、高等学校の教員から成る道徳教材等作成ワーキンググループ委員

を設置し、高等学校道徳教材集「明日への扉Ⅳ」を作成しました。生徒同士で

「考え、議論する」教材としており、県内の高等学校に配付しました。 
・中学校、高等学校の道徳教育推進教師研修会を開催し、各校の道徳教育推進 
教師の資質向上と校内研修の充実に努めました。 

今後の方向 

・今後も各種研修会において情報提供や県教育委員会作成の教材の活用を促す

ことにより、道徳の授業の充実を図っていきます。 
・新たに道徳実践実例集「心豊かに」を作成し、県内の各公立学校への配付を 
予定しています。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和２年度） 

児童生徒のＩＣＴ活用を指導する
能力 

６８．１％ １００％ ７３．５％ 

実施状況 

・ＩＣＴ活用研修の実施により、情報教育における人材育成を図りました。  

また、校内研修の実施によりＩＣＴ教育の推進を図りました。 
・タブレット端末やPCを利用したＩＣＴを活用した授業に関する研修を行い、
個々に応じたＩＣＴ教育の推進に取り組みました。 

今後の方向 

・令和４年度からは、全県立学校に Wi-Fi 環境を整備し、ＢＹＯＤを推進してい

ることから、「ＧＩＧＡスクール構想」の理念を踏まえ、生徒が所有する端末

を活用するとともに、県が整備したタブレット端末も併用しながら、一人一台

端末の環境下でＩＣＴを活用した教育を進め、指導力の向上に努めます。 

・ＩＣＴ教育に関する教職員研修の充実と、活用の好事例の県内学校全体での 

共有を図り、県内どの地域、どの学校でも、授業等へのＩＣＴの効果的な活用

が図られるように努めます。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

生徒の卒業段階における英語力 
中：ＣＥＦＲ Ａ１レベル 
高：ＣＥＦＲ Ａ２レベル 

中 ５２．３％ 
高 ４０．９％ 

中 ６０％ 
高 ６０％ 

中 ５２．０％ 
高 ４２．０％ 

実施状況 

・英語教育実施状況調査（令和３年度）の結果を各学校が分析し、発信力を高め

るための言語活動の時間を充実させるなど授業改善を行っています。 
・学習目標を意識した指導となっているか、そして、その目標が達成できている
かどうかを適切に評価する方法（指導と評価の一体化）の説明動画や、生徒が
英語による言語活動を行っている授業動画を作成し、授業改善を促進させる
ために、各学校で動画視聴による研修を行いました。 

今後の方向 

・英語教育の強化のため、英語教育拠点校（県立高等学校１４校）を中心に、  

校種を越えての研修会等を行い、先進的な授業の取組の普及を図ります。  

また、ＡＬＴの派遣回数が少ない学校に学習ソフトを導入することで、外国語

での発信力を強化していきます。 
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指標の項目 
基準値 

（平成２９年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和２年度） 

本県のいじめの認知件数に占め
る、いじめの解消している者の 
割合 

８２．０％ 
※全国８５．８％ 

国と同程度 
（±１％）の解消

率を維持 

７７．３% 
※全国７７．４% 

実施状況 

・アンケートや教育相談週間を定期的に実施することで、早期発見、早期解決に

努めています。 
・スクールカウンセラーを全中学校に配置するとともに、令和２年度に比べ小学
校には１１校増の１７６校に配置し、９月からは、未配置であった小学校４６
６校に月１回の配置をしました。また、高等学校には４校増の８９校に配置
し、教育相談体制の充実を図りました。 

今後の方向 
・教職員を対象にした、いじめの未然防止や認知、解消をはじめとする、いじめ
問題に係る研修会を実施するとともに、教育相談体制の更なる充実を図り、い
じめ問題の早期発見、早期解決に努めます。 

 
 

施策３ 生涯をたくましく生きるための健康・体力づくりの推進 

具体的な取組 
（１）体力向上を主体的に目指す子供の育成 
（２）子供の健康を守る学校保健の充実 
（３）食を通じた健康づくりの推進 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

小学校における新体力テスト 
（８種目８０点）の平均点 

４９．２点 ５０．０点 ４７．３点 

実施状況 

・全校対象に、令和３年度千葉県体力・運動能力調査を実施しました。（令和２

年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため未実施） 

・令和元年度との比較では、握力、長座体前屈以外の種目で、低下傾向が見られ

ました。また、全国平均との比較では、反復横跳び、２０ｍシャトルラン、ボ

ール投げに下回る傾向がみられました。 

今後の方向 

・令和２年３月以降の学校の休校や運動内容の制限などの影響で、子供たちの

体力が低下していることが懸念されます。 

・感染対策を講じつつ、成功体験や達成感、楽しさを感じられる体育の授業を実

践し、児童が自ら進んで運動する態度を育成していきます。 

・「遊・友スポーツランキングちば」は、身体接触を伴わない新型コロナ    

ウイルス対策の６種目に変更し、積極的な参加を呼びかけます。 

・体力・運動能力の状況を周知し、各校の実情に即した具体的な取組につなげて

いきます。 
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施策４ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 

具体的な取組 
（１）連続性のある「多様な学びの場」と支援の充実 
（２）早期からの教育相談と支援体制の充実 

 

指標の項目 
基準値 

（令和２年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

幼･小･中･高等学校において
作成した「個別の教育支援計
画」や「個別の指導計画」を
学年間、他校種への引継ぎ資
料として活用した割合 

「個別の教育支援計画」
６７．７％ 

「個別の指導計画」
７１．３％ 

「個別の教育支援計画」
８２．５％ 

「個別の指導計画」
８３．７％ 

「個別の教育支援計画」 
７０．４％ 

「個別の指導計画」 
７０．７％ 

実施状況 

・指標の項目にある「引継ぎ資料として活用した」という定義を「個々に計画を
作成して説明を行い、計画も渡した」として調査を実施しています。 

・個別の教育支援計画の重要性の理解が進み、作成率が前年度より上昇しました。 
・個別の教育支援計画の作成率85.2％（前年度81.8％）、個別の指導計画の作成率

90.9％（前年度89.9％）であり、両計画とも作成率は上がっています。「個別の
教育支援計画」の活用率は2.7％上昇したが、「個別の指導計画」の活用率は0.6％
下がりました。 

今後の方向 

・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、きめ細かな指導・切れ目のない  

支援を行うよう、公立の幼稚園・幼保連携型認定こども園特別支援教育コーデ

ィネーター研修会や特別支援アドバイザーの派遣を通して周知を図り、作成さ

れた計画すべてを引継ぎに活用します。 

・進学する際に直接引継ぎが行われていないケースや、園内、校内での学年間の

活用について、学年が上がるにつれ下がる傾向が見られることから、各種会議

や研修会において、両計画の確実な引継ぎについて周知していきます。 

 
【トピックス１】「I’mPOSSIBLEアワード」 

 
国 際 パ ラ リ ン ピ ッ ク 委 員 会 （ Ｉ Ｐ Ｃ ） 公 認 教 材

『I’mPOSSIBLE』は、パラリンピックを題材に、共生社会
への気づきを子供たちに促す教材としてアギトス財団  
（ＩＰＣの開発を担う機関）が開発したもので、教材の名前
「I’mPOSSIBLE」には、「不可能（Impossible）だと   
思えたことも、ちょっと考えて工夫さえすればできるように
なる（I’m POSSIBLE）」という、パラリンピックの選手たちが体現するメッセージが込められて
います。 

ＩＰＣは２０１９年８月、「I’mPOSSIBLEアワード」を創設し、共生社会の実現に寄与した学校
と同じく、“社会を変える”顕著な貢献をしたパラリンピアンを東京２０２０パラリンピックの閉会
式で表彰することとしました。 

２０２１年の閉会式では、開催国最優秀賞に木更津市立清見台小学校、開催国特別賞に千葉県立 
東金特別支援学校の取組が選ばれたほか、海外最優秀賞１校、パラリンピアン２人が表彰されました。 

  

木更津市立清見台小学校 

パラリンピアンとの交流 

県立東金特別支援学校 

近隣とのパラスポーツによる交流 
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施策５ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

具体的な取組 

（１）地域に開かれた魅力ある学校づくり 
（２）豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 
（３）私立学校の振興と公立学校・私立学校の連携 
（４）安全・安心な学びの場づくりの推進 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年） 
目標 

（令和６年） 
達成状況 

（令和３年） 

児童生徒の登下校時における交通
事故死傷者数 

死亡者１人 
負傷者６８２人 

死亡者をなくし、
負傷者は減少を目
指します 

死亡者２人 
負傷者６３４人 

実施状況 

・千葉県通学路推進事業では、モデル地域や拠点校における取組や研究成果をウ

ェブページや研修会等で紹介し、普及を図りました。 

・学校安全教室講習会では、交通安全に関する有識者に資料作成を依頼し、動画

配信によって研修を実施しました。また、八街市の交通死傷事故を受け、市町

村教育委員会を通じた小学校通学路の緊急一斉点検とともに、新たな交通安

全学習資料を作成し、県下全小学生に配付しました。 
・スケアード・ストレイト（※）交通安全教育を県内１１か所で実施し交通安全
に関する意識向上を図りました。 

今後の方向 

・「千葉県自転車条例」及び「ちばサイクルール」等の周知や関係部局との連携

により、自転車に関するルールやマナーを身に付ける機会を確保します。 

・各市町村に対して「通学路交通安全プログラム」を基に、通学路の安全を確

保するよう求めるとともに、同プログラムの実施状況の把握に努めます。 

※スケアード・ストレイト：外部講師やスタントマンによる自転車交通事故の実演 
 
 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

私立学校における教員一人当たり

の生徒等の数 
１７．３人 

減少を 

目指します 
１６．７人 

実施状況 

・経常費補助金の補助単価を増額するとともに、チームティーチングや少人数

学級を行っている学校や、教員数を多く配置している学校に傾斜配分等を行

いました。 

今後の方向 
・経常費補助の交付において、継続的な取組を行うとともに、有効な取組を検討

していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

【基本目標２：学校】施策５～７ 

ちばの教育の力で、「自信」と「安心」を育む学校をつくる 

・子供の学びを支える学習環境づくり 

・教員採用・研修の充実や教職員の働き方改革 

・不登校や経済的理由など様々な困難を有する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援 
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施策６ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

具体的な取組 
（１）熱意あふれる人間性豊かな職員の採用 
（２）信頼される質の高い教員の育成 
（３）教職員が子供と向き合う時間を確保するための取組の推進 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

組織的・継続的な研修を行ってい

る学校の割合 

小 ７５．５％ 

中 ５９．６％ 

小 １００％ 

中 １００％ 

小 ６０．７％ 

中 ４８．２％ 

実施状況 

・新型コロナウイルス対応等で大勢が集まっての研修は行いにくい状況下で 

はありましたが、オンデマンドの研修動画の活用やオンラインでの研修など、

各校で工夫し研修が進められました。 

・目標値に達していないが、肯定的回答としては小学校で 98.9％、中学校で

95.2％となっており、改善が図られています。 

今後の方向 
・引き続き、全ての学校で実施されるよう各種研修会を通して、具体的な研修

方法や体制作りについて周知していきます。 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

県教育委員会が実施する調査等の

縮減 
２７６件 

減少を 

目指します 
２４８件 

実施状況 

・令和３年３月改定の「学校における働き方改革推進プラン」の取組の１つと 

して、調査の必要性を精査し、方法を工夫することを挙げました。 

・教育委員会事務局部会において、全庁横断的な調査の削減に取り組みました。 

・約１０％（２８件）の削減ができました。 

今後の方向 
・令和４年度の削減数は、ほぼ横ばいの見通しであり、今後は、並行してＩＣＴ

を活用した調査方法の簡便化等に努め、教職員の負担軽減を図ります。 

 
 

 

施策７ 多様なニーズに対応した教育の推進 

具体的な取組 

（１）不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進 
（２）学び直しなどの再チャレンジの機会の充実 
（３）経済的・家庭的理由など様々な困難への支援 
（４）外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和２年度） 
公立学校における学校内外の機関
等で相談・指導等を受けていない
不登校児童生徒の割合 

３７．８％ 
減少を 

目指します 
３６．６％ 

実施状況 

・各教科の学習プリントや約１,８００本の授業動画をＷｅｂ上で公開する、 
学習支援ソフト導入への補助を行う等、全ての児童生徒へ学びを保障しました。  

・不登校児童生徒数は、高い値で推移しており、令和２年度における不登校を 

理由としている小学校の児童は、２，６９１名、中学校の生徒は、５，１５９

名、高等学校の生徒は１，５９３名です。 
・令和３年度は、スクールカウンセラーを全中学校及び教育事務所等に１１名に
配置するとともに、令和２年度に比べ小学校には１１校増の１７６校に配置
し、９月からは、未配置であった小学校４６６校に月１回の配置をしました。
また、高等学校には４校増の８９校に配置し、教育相談体制の充実を図りまし
た。 
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【トピックス２】「チーてれ スタディネット ～みんなでオンライン学習～」 
 
 県教育委員会では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休業期間や様々な事情により、家庭に
おいて学習を進める児童生徒や学校の授業の支援として、授業動画「チーてれ スタディネット みん
なでオンライン学習」を公開しています。 

「チーてれ スタディネット」では、教科書を活用しながら自宅で学習を進めることができる「授業
動画」と「学習用プリント」があり、各教科の授業動画は、在籍する小学校・中学校・特別支援学校
で児童生徒が使用している教科書から選んで視聴することができます。 
 
★授業動画例（６年生国語）             ★学習プリント例 
                           4年生算数      ６年生理科 
 
 
 
 
 
 
 

今後の方向 

・令和４年版「千葉県版 不登校児童生徒・保護者のためのサポートガイド～よ

りそい ささえ合う 子どもの未来～」を作成し、ＨＰに掲載しました。今後、

冊子版を、各学校等へ配付し、生徒、保護者への情報提供を積極的に行う予定

です。 

・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置など、校内教育

相談体制の更なる充実を図るとともに、千葉県子どもと親のサポートセンタ

ーなど、学校内外の相談機関の周知を図ります。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和２年度） 

公立高等学校における中途退学生
徒の割合 

１．３１％ 
減少を 

目指します 
０．９４％ 

実施状況 

・スクールカウンセラーを県立高等学校８９校に配置するとともに、スクールソ
ーシャルワーカーを定時制の課程を置く県立高等学校１７校と地域連携アク
ティブスクール４校に配置し、教育相談体制の充実を図りました。 

・各学校が、教育相談体制の充実を図り、生徒の状況について丁寧に把握・理解
に努めたことで、目標値を達成できたと考えています。 

今後の方向 
・生徒の心理面や、環境面に配慮した生徒理解を基盤とした、各学校の教育相

談体制を更に充実させ、中途退学者の減少を目指します。 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

千葉県子ども・若者総合相談セン
ターにおける相談件数 

１，０７９件 １，３００件 ２，００９件 

実施状況 

・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」の運営において、

電話や面談による相談をした他、「若者を対象とした支援プログラム」を実施

し、子ども・若者のより早期の復学・就職に向けて支援を実施しました。 

・ポスターやリーフレット、ホームページ等でセンターの周知を図りました。 
・相談者等への支援の充実のため、千葉県子ども・若者支援協議会の構成機関で

ある県の関係機関をはじめ、国や民間団体との連携を図り、会議等において 
支援の検討や情報交換に努めました。 

今後の方向 

・今後もセンターの周知を図り、困難を有する子ども・若者への支援体制の充実

を図ります。 

・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」にて、対面のほか

オンラインによる面接相談を継続実施します。 
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施策８ 家庭教育への支援と家庭・地域との連携・協働の推進 

具体的な取組 
（１）全ての教育の出発点である家庭教育への支援 
（２）家庭・地域と学校との協働により地域全体で子供を育てる体制の構築 
（３）虐待など不適切な養育から子供を守る取組の充実・強化 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

地域学校協働本部が整備された小

中学校の割合 

３８．７％ 

全国：５０．５％ 

全国平均以上を 

目指します 

６０．０％ 

全国：６５．１％ 

実施状況 

・市町村への訪問や担当者会議等で地域学校協働本部の整備に向けて働きかけ

を行ったところ、整備を進めた小中学校の割合が増加しました。 

・市町村訪問を通じて、地域と学校のつなぎ役となる地域コーディネーター等の

人材不足が課題となっている地域があります。 

今後の方向 

・各教育事務所の社会教育主事と連携しながら、引き続き、市町村訪問を行い、

地域学校協働活動に対する理解促進に向けた取り組みを、コミュニティ・スク

ールの導入と併せて推進していきます。 

・地域コーディネーター等を対象とした研修講座を開催し、資質向上とネットワ

ークづくりを図るとともに、パンフレット等による広報活動を実施し、広く地

域住民等を対象とした市町村の人材発掘の取組を支援していきます。 
 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

コミュニティ・スクールを導入

した学校の割合 

６．３％ 

全国 ２１．３％ 

全国平均以上を 

目指します 

９．７％ 

全国 ３３．３％ 

実施状況 

・県立学校及び市町村教育委員会に対して、研修会や個別訪問を実施し、導入に

向けての支援を行ったところ、県立学校においては導入校が２校増加して９校

となり、市町村においては導入校が１５校増加して１０６校となりました。 

・県立学校及び市町村への実態調査をもとに、研修会等の開催や個別訪問を行い、

制度に対する関係者の理解を図りました。 

今後の方向 

・地域との連携が必要とされている県立学校、導入の方針がない市町村教育委員

会については、個別訪問等による制度説明や好事例の紹介等行うことで導入を

支援していきます。 

・県立学校については、全校導入に向けた計画を今年度中に策定するとともに、

市町村立学校については、各教育委員会における計画策定の支援を行っていき

ます。 

 

【基本目標３：家庭・地域】施策８～９ 

ちばの教育の力で、家庭と地域の絆を深め、全ての人が活躍できる環境を整える 

・地域全体で子育てを支える家庭教育への支援 

・家庭・地域と学校との協働体制の構築 

・県民がいつでも学べる場や機会の提供 

・障害のある人の生涯学習の充実 
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施策９ 人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進 

具体的な取組 
（１）県民への多様な学習機会の提供 
（２）生涯学習の成果を生かし社会に貢献できる仕組みづくり 
（３）障害のある人の生涯を通じた多様な学習活動の推進 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

千葉県生涯学習情報提供システ

ム「ちばりすネット」の情報登録

件数 

５，５１０件 
増加を 

目指します 
７，９６５件 

実施状況 
・年２回の情報提供依頼に加えて年度末に依頼先を拡充し、各団体が提供しやす

い形式で依頼することで、情報提供件数と提供先の増加を図りました。 

今後の方向 
・引き続き、各団体での相互利用及び多様な利用者に対して情報提供を依頼し

ていきます。 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

県立生涯学習施設（少年自然の

家・青年の家、さわやかちば県民

プラザ）の主催事業の参加者数 

青少年自然の家  

３０，４４２人 

さわやかちば県民プラザ 

８０，０５９人 

増加を目指します 

青少年自然の家 

４，２４４人 

さわやかちば県民プラザ 

７，０５４人 

実施状況 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う主催事業自体の中止や事業規模の縮

小などにより、参加者数は昨年度からは増加したものの、基準年の１割程度

に留まりました。 

今後の方向 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、オンラインで講座を行うなど

県民の学習機会提供を創出していきます。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、実施方法を工夫するな

ど、参加者の安全を確保しながら、心を豊かにする生活体験や自然体験などの

機会を多く提供できるよう取り組んでいきます。 
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施策１０ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 

具体的な取組 
（１）郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 
（２）多様な文化と認め合う国際社会の担い手の育成 
（３）文化にふれ親しむ環境づくり 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

学校・社会教育施設等における出

土文化財の活用件数 
１１８件 １５０件 ７７件 

実施状況 

・令和２年度より増加しましたが、目標を下回っているのは新型コロナウイルス

感染症拡大防止による延期や中止が引き続き大きな要因です。ただし、実施の

要望自体はそれほど減少していません。 

・本物の土器を使った体験事業「土器ッと古代“宅配便”」を小学校３５回、   

中学校２回、特別支援学校３回、公民館９回、博物館６回、その他こどもルー

ム・貸し出し等２２回実施し、郷土の歴史や文化に対する興味・関心や理解を

促しました。 

今後の方向 

・体験学習については、宅配やＷｅｂ学習などで活用できることをホームページ

等で多くの学校に広報し、さらなる活用を促します。 

・感染症の状況を見極めつつ、各機関からの要望に応じて可能な限り対応すると

ともに、出張(土器宅)については対面以外での実施方法も行っていきます。 

 

指標の項目 
基準値 

（令和元年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

留学・研修旅行のために出国した

生徒の人数（県立高校） 

３か月以上の留学・研修旅行 

５７人 増加を目指します ２３人 

実施状況 

・新型コロナウイルス感染症の拡大により、留学者数が大幅に減少しました。 

・令和元年度までは、県立学校で３か月以上の海外留学者数は、５７人でした。 

・短期留学、研修を含め、令和２年度は１７人、令和３年度は２３人でした。 

今後の方向 
・新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、オンライン交流や国内での留学

生との交流等、実施可能な方法で国際教育交流の推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 

【基本目標４：県民】施策１０～１１ 

ちばの教育の力で、世界を舞台に活躍する人材を育成し、「楽しい」「喜び」に  

満ちた豊かな社会を創る 

・郷土と国の歴史への理解、多様性を尊重する態度など、国際社会の担い手 

として求められる能力の育成 

・県民がスポーツに親しむことができる環境の整備 

・障害者スポーツの推進 
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施策１１ 「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の推進 

具体的な取組 
（１）人生を豊かにするためのスポーツの推進 
（２）ともに楽しめる障害者スポーツの推進 
（３）競技力の向上 

 

指標の項目 
基準値 

（平成３０年度） 
目標 

（令和６年度） 
達成状況 

（令和３年度） 

成人の週１回以上のスポーツ実施

率 
４８．７％ ６０％ ６２．５％ 

実施状況 

・指標である世代別成人のスポーツ実施率では、前年度に比べ、２０代・３０代

の上昇がみられたものの、その他の世代では減少しました。個々が外出の自粛

等により、運動の必要性を改めて感じつつも、安心してスポーツに取り組むこ

とが難しいと判断し、スポーツに親しむ機会が少ないことが考えられます。 

今後の方向 

・感染症拡大防止策を講じつつ、県立スポーツ施設の無料開放やスポーツ体験 

イベントの開催を通じてスポーツに親しむ場所や機会の提供を進め、県民が

スポーツに親しむきっかけづくりに努めます。 

・HP を活用し、スポーツイベントや公共スポーツ施設情報等の配信等の情報  

発信を行います。 
 


